
在学生 各位 

（保証人 各位） 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「特別奨学金」の給付について 

 

１．目的 

   本学在籍の学生に対し、遠隔授業を始める上で通信費を含め必要となる機器購入の補助や、経済

的支援等々の観点から、特別に奨学金を支給し学生が安心して学修に専念できる環境整備の一助と

なることを目的とする。 

 

２．給付金額 

   一律 50,000 円（返還の義務なし） 

      但し、1 年生にはフレッシュマンセミナーの預り金 20,000 円を合わせて返還する。 

      奨学金の 50,000 円と合計して 70,000 円を指定口座に振り込む。 

 

３．給付時期 

   5 月下旬 給付開始予定 

 

４．受給資格 

   ５月１日現在、本学に在籍し今後実施される授業科目を履修予定で、将来医療職を目指す意志

のある者全員。 

  

５．給付方法 

   保証人宛に振込依頼書を送付 ⇒ 振込依頼書の返送 ⇒ 5 月下旬から順次振込開始 

   ※奨学金は学生自身の教育環境支援を目的としていますので、振込先は、学生本人の口座番号を

ご記入下さい。通帳の名義人・支店コード・口座番号のわかるページのコピーを添付のこと。 

 

６．その他 

   学納金を未納入のまま退学した場合や、奨学金の給付を受けるにあたり不適切な事由が生じた場合

は、既に給付した奨学金の全額または一部を返納させる場合があります。 

また、給付時期については変更になる場合があります。変更となる場合は、事前に NIMS ポータルで 

お知らせします。 

 

 

以上 

令和 2 年 5 月 11 日 

日本医療科学大学 


